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□ 
□

□
※還付申告には、源泉徴収額記載の源泉徴収票

をすべてお持ちいただく必要があります。
□

　※収支内訳書は必ず計算・記入してきてください。
　※ 事業とは、営利性のあるものを指し、経費のみの申告は
できません。

□

　※ 医療費控除を受ける場合は、「医療費のお知らせ」また
は「領収額を医療を受けた人ごとに医療機関の支払日順
に並べ、合計額を計算した明細書」を持参してください。

□

□  

平成 30 年分税の申告などをご案内します

税の申告準備はお早めに
　
　

　　　　
　　　　

２
月
18日（月） 石坂・鳩山団地
19日（火） 松ヶ丘一・二丁目
20日（水） 松ヶ丘三・四丁目
21日（木） 楓ヶ丘一・二丁目
22日（金） 楓ヶ丘三・四丁目
25日（月） 鳩ヶ丘一・二丁目
26日（火） 鳩ヶ丘三～五丁目
27日（水） 大橋・奥田
28日（木） 須江・竹本

３
月
１日（金） 泉井・高野倉
４日（月） 熊井
５日（火） 小用
６日（水） 大豆戸
７日（木） 赤沼
８日（金） 今宿

11日（月）
～15日（金）

上記で都合のつかない方
※15日（金）はできるだけお避
けください。

６７

　今年も、町・県民税、所得税などの申告受付が始まります。申告期限は３月15日（金）までですが、ご自身が申告をする
必要があるのかや申告をスムーズに行うための注意点などをご案内します。

　【町・県民税に関すること】役場税務会計課☎296-5892　【所得税に関すること】東松山税務署☎0493-22-0990

※納め過ぎた所得税の還付申告を受ける場合は、下表に関わらず確定申告が必要です。
※ 　　　　　の場合でも、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険加入者がいる世帯は全員（平成30年12月31日
　時点で、16歳未満で収入のない方を除く）住民税申告をしてください。収入がない場合は「収入なし」で申告してください。
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税申告 Topics

　

配偶者の給与収入（合計所得金額）

配偶者控除 配偶者特別控除
～103万
（～38万）

～150万
（～85万）

～155万
（～90万）

～160万
（～95万）

～167万
（～100万）

～175万
（～105万）

～183万
（～110万）

～190万
（～115万）

～197万
（～120万）

～201万
（～123万）

～1,120万
（～900万）

38万 〔48万〕
33万 〔38万〕

38万
33万

36万
33万

31万
31万

26万
26万

21万
21万

16万
16万

11万
11万

6万
6万

3万
3万

～1,170万
（～950万）

26万 〔32万〕
22万 〔26万〕

26万
22万

24万
22万

21万
21万

18万
18万

14万
14万

11万
11万

8万
8万

4万
4万

2万
2万

～1,220万
（～1,000万）

13万 〔16万〕
11万 〔13万〕

13万
11万

12万
11万

11万
11万

9万
9万

7万
7万

6万
6万

4万
4万

2万
2万

1万
1万

作成場所 作成方法 提出方法

１ ご自宅等 確定申告書等作成コーナー 書面

２ 税務署の申告会場 申告会場のパソコン e-Tax・書面

３ 市区町村の申告会場 すべて e-Tax・書面

４
青色申告会、商工会
などの指導会場

すべて e-Tax・書面
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